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「市民が健康でいきいきと暮らせるまちづくり」を目指して

　近年、より長く元気に暮らしていくための基盤として、健康

の重要性はより高まってきており、平時から個人の心身の健康

を保ち、健康寿命の延伸につながる健康づくりの取り組みを充実

していくことが強く求められています。

　本市では、平成30年３月に第２次白山市健康プランを策定し、

白山市総合計画の将来都市像である「健康で笑顔あふれる元気

都市 白山」の実現を目指し、これまで様々な取り組みを実施して

まいりました。

　今回、計画期間の５か年を迎え、新たに第３次計画を策定することとし、地域の実情や市民

のニーズを把握するため実施したアンケートの分析や、これまで取り組んできた事業の評価を

踏まえて、健康づくり推進委員会を中心に協議を重ねてまいりました。

　この度、策定いたしました「第３次白山市健康プラン」は、少子高齢化が一層進展する中、

令和４年４月に制定した「健康づくり推進条例」の理念である「市民協働による生涯を通じた

健康づくり」に基づいた新たな「健康づくり」の指針となるものであり、これまで取り組んで

きた、自らの健康づくり・生涯を通じた健康づくり活動の支援、生活習慣病の発症予防・重症

化予防をさらに推進していくこととしております。

　こうした取り組みを進めていくためには、市、市民、地域団体、事業者及び保健医療等関係

者がそれぞれの責務と役割を認識し、相互に協力して取り組むことが重要でありますので、

今後とも皆様の一層のご理解とご協力をお願いいたします。

　結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見・ご提言をお寄せいただきました市民の皆様

をはじめ、熱心にご審議賜りました健康づくり推進委員会の委員の皆様に、心より感謝申し

上げます。

　　令和６年３月

白山市長　田 村  敏 和
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第１章 計画策定の趣旨                      

１．計画策定の目的 

 日本人の平均寿命は飛躍的に伸び、世界でも有数の長寿国になりました。高齢化やライフスタ

イルの変化とともに、がん・脳卒中・糖尿病等の生活習慣病の増加、高齢化の進展に伴う要介護

高齢者や認知症高齢者の増加、それらに伴う医療費・社会保障費等の公的支出の上昇も大きな課

題となっています。 

 本市では、健康寿命の延伸を目的に平成 19年 3月に「白山市健康プラン」、平成 3０年 3月

に「第２次白山市健康プラン」を策定し、市の恵まれた自然、文化そして歴史などの地域資源を

活用するなど、市民一人ひとりがより健やかによりいきいきと暮らし、自らの健康づくりに積極

的に取り組むまちづくりを目指してきました。 

 令和 5年度は「第２次白山市健康プラン」の最終年度であることから、地域の実情や市民ニー

ズ等を踏まえ、令和 6年度からの新たな取り組みに向けての評価・見直しを行い、「第３次白山市

健康プラン」を策定しました。 

 「第２次白山市総合計画」の将来都市像「健康で笑顔あふれる元気都市 白山」の実現のため、

国の「健康日本２１（第三次）」や県の「いしかわ健康フロンティア戦略」の取り組みを参考にし

ながら、市民一人ひとりが主体的に健康的な生活習慣を実践し、いつまでも元気で住みなれた場

所で暮らせるように、生活習慣病の発症予防など各種保健サービスの充実を図っていきます。 

 

 

 

  

白山手取川ジオパークイメージキャラクター 

「ゆきママとしずくちゃん」 
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３．計画の期間 

 本計画の期間は、国が定める「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」

に基づいて推進する「健康日本２１（第三次）」等の見直し時期と歩調を合わせ、令和６年度を初

年度とし、令和１７年度を目標年度とする１２年間とします。 

全ての目標については、令和 11年度を目途に中間評価を行います。 

なお、計画を推進していく過程において、社会・経済情勢や健康づくりを取り巻く環境の変化

により、新たな施策の展開、計画の見直しが必要になった場合には、柔軟に対応していきます。  

第３次白山市健康プランは、行政だけでなく、保育所（園）や学校等の教育機関、医療機関、健

康づくり関係団体、地域ボランティア団体、企業などの健康に関わる様々な関係者が、各々の役

割を理解し、社会全体の連携・協働によって推進していきます。 

また、「Ｐｌａｎ（計画の再策定・修正）」、「Ｄｏ（事業の実施）」、「Ｃｈｅｃｋ（実施状況の点

検・評価、報告・公開）」、「Ａｃｔｉｏｎ（事業の継続または見直し）」という「ＰＤＣＡサイク

ル」により、年１回、計画実施状況の点検・評価を行い、必要に応じて目標等の見直しに努めて

いきます。 

 

平成 19年度～平成２９年度 平成３０年度～令和５年度 令和６年度～令和１７年度 
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 第２次健康プラン 

 第３次健康プラン 
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４４．．第第３３次次白白山山市市健健康康ププラランンのの特特徴徴  

（（１１））ここれれままででのの計計画画  

 白山市では、健康寿命の延伸を目的に平成１９年３月に「健康プラン」を策定し、市の恵まれ

た自然、文化そして歴史などの地域資源を活用するなど、市民一人ひとりがより健やかによりい

きいきと暮らし、自らの健康づくりに積極的に取り組むまちづくりを目指してきました。 

その後、平成３０年３月に、第２次白山市総合計画に掲げる「健康で笑顔あふれる元気都市 白

山」の実現に向け「第２次健康プラン」を策定し推進してきました。最終目標として「健康寿命」

（健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間）を延ばすことを掲げ、健康増

進の基本である「栄養・食生活」「運動」「休養」「たばこ」「アルコール」「歯」など生活習慣の改

善にアプローチし、メタボリックシンドローム対策に取り組みました。特に合併症を併発するこ

とによって、QOL（生活の質）等に大きな影響を及ぼす糖尿病については、発症予防と合わせ、

重症化予防に取り組みました。  

（（２２））第第３３次次白白山山市市健健康康ププラランンのの特特徴徴  

 第２次白山市健康プランの評価としては、新型コロナウイルス感染症の拡大の中、取り組み分

野別の目標の約５割が「目標数値に達成している」「目標数値には達成していないが、改善に向か

っている」、約５割が「悪化もしくは改善していない」という結果でありました。 

第３次白山市健康プランへの課題としては健康寿命の延伸に向け、第２次白山市健康プランに

引き続き、自らの健康づくり実践への取り組みの支援、生活習慣病の発症予防の徹底に取り組ん

でいきます。また、各ライフステージに応じた継続した健康づくりが重要であり、妊娠期から乳

幼児期、学童期と健やかな生活習慣を身に付けるための、切れ目ない支援をはじめ、働く世代へ

の健診、がん検診、保健指導の充実、そして、高齢期の介護予防・認知症予防として保健事業と

介護予防を一体的に実施いたします。 

４ .   第３次白山市健康プランの特徴

（1） これまでの計画

（2） 第３次白山市健康プランの特徴
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５．計画の基本的な考え方 

■基本理念■ 

第２次白山市総合計画では、全ての市民が、家庭や地域、社会などの様々な舞台で個性を発揮

し、一人ひとりがこころもからだも健康で、活躍するまちを目指しています。 

 第３次白山市健康プランでは、総合計画の基本理念を踏まえ、国の健康日本２１（第三次）の

最終目標でもある「健康寿命の延伸」に取り組みます。 

 「健康寿命の延伸」のため、こころとからだの健康づくり、自助（本人）だけではなく、公助

（健康づくりに関係する公的機関等）、共助（家族、地域社会）による健康づくりに取り組むこと

とし、以下のとおり基本理念を定めます。 

 

心身ともに元気で、いつまでも地域で生活できるように、 

市民協働による生涯を通じた健康づくりを推進し、 

健康寿命の延伸に取り組みます 

 

■最終目標■ 「「健健康康寿寿命命のの延延伸伸」」  

  直近値となる令和元年（2019 年）の健康寿命は、男性 81.42年、女性 85.21 年であり、

この年の平均寿命は、男性 82.80年、女性 88.33年となっており、平成 22年（2010年）か

ら９年間で、健康寿命も平均寿命も着実に延伸しました。 

 平均寿命と健康寿命の差は、健康上の問題で日常生活に制限がある期間であり、男性は 1.38

年、女性は 3.12 年の差があります。この差の拡大を防ぎながら、健康寿命を延ばしていくこと

を目指します。 

       図．平均寿命と健康寿命 
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者の増加、 精密検査受診率の向上
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者の増加、 精密検査受診率の向上
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学校を通じて直接配布・

回収
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市庁舎等

公共の場

公共の場のルーム形式

分煙化の強化

家庭以外での受動喫煙

の減少
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歯間清掃する人の増加

毎食後、 歯磨きする人

の増加
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生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底

特定健康診査を受ける

人の増加

ＣＯＰＤの認知度向上

特定保健指導を受ける

人の増加

高血圧症者の減少

（血圧値受診勧奨値者

の割合140／90mmHg

以上）

脂質異常症者の減少

（ＬＤＬコレステロール

受診勧奨値者の割合

140mg／dl以上）

糖尿病者の減少

（HbA1c受診勧奨値者

の割合6.5％以上）

新規透析者人数の減少
新規

透析者
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メディア過多に

ならないよう注意する

保護者の増加

夜 10 時までに寝る子

の増加

「食育」を知っている

人の増加

キッズ☆キッチン

参加者数の増加

むし歯のある人の減少

（再）成人喫煙者の減少

3歳児の

保護者

3歳児の

保護者

3歳児の

保護者

3歳児の

保護者

3歳児の

保護者

（再）特定保健指導を

受ける人の増加
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※⑴要支援・要介護

認定者数

ロコモティブシンド

ローム（運動器症候群）

を知っている人の増加

家庭以外での受動喫煙

の減少

はくさんタニタ健康

くらぶの会員数の増加
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新型コロナウイルス感染症拡大も影響し減少しています。
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資料 ： 導入患者　原疾患割合の推移，　1983-2002

出典 ：

70
％

60

50

40

30

20

10

1983 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2120 22 年

（患者調査による集計）

0

糖尿病性腎症

慢性糸球体腎炎

腎硬化症

多発性嚢胞腎

慢性腎盂腎炎 間質性腎炎

急速進行性糸球体腎炎

自己免疫性疾患に伴う腎炎

不明

２０２２年

糖尿病性腎症

慢性糸球体腎炎

腎硬化症

多発性嚢胞腎

慢性腎盂腎炎 間質性腎炎

急速進行性糸球体腎炎

自己免疫性疾患に伴う腎炎

不明

：３８.７％

：１４.０％

：１８.７％

： ２.３％

： ０.７％

： １.６％

： ０.５％

：１５.０％
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全
体

男
性

女
性
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全
体

男
性

女
性
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男
性

女
性
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小
学
生

中
学
生
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小
学
生

中
学
生
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毎
日

週
の
半
分

週
に
数
回

ほ
と
ん
ど
無
し

不
明

毎
日

週
の
半
分

週
に
数
回

ほ
と
ん
ど
無
し

不
明

１日に６,０００歩以上歩いている人

１日に６,０００歩以上歩いている人の割合
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一般

小学生

中学生

３歳児の保護者
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２４歯以上自分の歯が残っている人
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３歳児のこどもの虫歯ではH２９とR４を比較すると、ないの割合が多くなっています。
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37

食べすぎないように心がけている人の

増加
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野菜１日３５０g

乳幼児健診に参加する保護者に対して、離乳

食の開始時期から、生活リズムを整えること

も含めた栄養指導の実施

健康づくりのための食生活改善推進事業の

実施
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新緑の獅子吼ウオーキング
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歩く機会を

増やします

スポーツ指導員の養成及び地域への派遣の

紹介

運動のきっかけ

づくりを支援します
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こころの健康づくりを含めた総合的な自殺

対策の取り組み
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44



45

・
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47

歯科健診・相談を

実施します

歯の健康に関する

情報を提供します
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49

がんの早期発見のため、がん検診受診者の増加、精密検査受診率の向上
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健診結果にもとづいた個別保健指導の実施
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54

３歳児の保護者

３歳児の保護者

３歳児の保護者

３歳児の保護者

３歳児の保護者

メディア過多にならないよう注意する

保護者の増加
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妊婦教室での栄養・食生活に関する指導の

充実

給食における、地域食材を活かした献立・

郷土料理の普及による食文化の伝承

保育所（園）・学校の給食時間での食に

関する指導の充実

キッズ☆キッチン等の開催及びスタッフの

育成

子ども・保護者・地域社会への 20 歳未満の

飲酒の害の周知

アルコールの持つ

危険性について

周知します

栄養・食生活の

情報、学習の機会を

提供します



56

金沢広域急病センターによる夜間小児救急

医療の充実

健やかな心と体の

成長を支援します

乳幼児健診・相談による、成長発達の確認、

子どもの成長発達に応じた個別保健指導の実施

学校保健計画に基づく、性感染症・妊娠

など性に関する正しい知識の教育、「生命

（いのち）の安全教育」

健診結果への適切な事後指導のための情報

提供、周知方法の充実

学校でのメンタルヘルス教育の推進と出前

講座の開催
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20 歳以上の喫煙者の減少

減少

減少



58

地元生産者が消費者へ直接販売する場の

提供
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健康教育・健康相談の充実による認知症・

介護予防の取り組み
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第２次白山市健康プランの進捗状況の確認

第２次白山市健康プランの進捗状況の確認

第３次白山市健康プラン（素案）について
（協議）

第３次白山市健康プラン（案）について
（協議）

第３次白山市健康プラン策定に向けての

白山市内商工関係団体代表
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白山市内商工関係団体代表
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■白山市健康づくり推進条例 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、市民が健康に関心を持つとともに、健康づくりに協働で取り組

むための環境整備や健康寿命の延伸を図る施策の推進に関し、その基本となる事項

を定めることにより、全ての市民が心身ともにいきいきと心豊かに暮らし続けられ

る「健康都市 白山」の実現を目指すことを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 ⑴ 市民 市内に居住する者及び市内に通勤又は通学する者をいう。 

 ⑵ 地域団体 市内の町内会その他の地域を基盤に形成された団体及び市内にお

いて市民の健康づくりに携わる団体をいう。 

 ⑶ 事業者 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体をいう。 

 ⑷ 保健医療等関係者 専門的な立場から市民に対し必要な保健、医療、福祉等に

係る業務を行う者及びこれらの者で組織する団体をいう。 

 （基本理念） 

第３条 市民の健康づくりは、市及び市民、地域団体、事業者及び保健医療等関係者

（以下「市民等」という。）がそれぞれの責務と役割を認識し、相互に協力して推進

されなければならない。 

２ 市民の健康づくりは、全ての人が健康であることを願い、市民が健康づくりに関

心及び必要な知識を持ち、自らの心身の状態に応じた健康づくりに生涯にわたり主

体的に取り組むことを基本として推進されなければならない。 

３ 市民の健康づくりは、市民の健康に関わる社会環境の整備及び向上に向けて、市

及び市民等が相互に連携し、及び協力して取り組むことを基本として推進されなけ

ればならない。 

 （市の責務） 

第４条 市は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、市

民の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施するも

のとする。 

２ 市は、前項の施策を策定し、及び実施するに当たっては、市民等の意見を反映さ

せるよう努めるものとする。 

３ 市は、市民等に対して、市民の健康づくりに関する情報の提供その他必要な支援

を行うものとする。 

４ 市は、感染症等により市民等の健康づくり活動が制限される事態になった場合は、

状況に応じて必要な措置を講ずるものとする。 

 （市民の役割） 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、健康づくりに関する必要な知識を習得すると

ともに、健康診査等の受診その他の方法により適宜自己の健康状態を把握しながら、
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継続して自らの心身の状態に応じた健康づくりに取り組むよう努めるものとする。 

 （地域団体の役割） 

第６条 地域団体は、基本理念にのっとり、地域及び組織の特色を生かして、市民の

健康づくり推進活動に積極的に取り組むよう努めるものとする。 

 （事業者の役割） 

第７条 事業者は、基本理念にのっとり、法令を遵守し、従業員の健康づくりに主体

的に取り組むとともに、市、市民、地域団体、保健医療等関係者及び他の事業者が

実施する健康づくり推進活動に協力するよう努めるものとする。 

 （保健医療等関係者の役割） 

第８条 保健医療等関係者は、基本理念にのっとり、市民の健康づくりに資する情報

を提供し、市民が保健医療等を適切に受けられるよう努めるものとする。 

 （市民の健康づくりの推進に関する施策） 

第９条 市は、市民とともに健康づくりを推進し、健康寿命の延伸を目指すため、次

に掲げる施策を実施するものとする。 

 ⑴ 体の健康づくりに関する施策 

 ⑵ 心の健康づくりに関する施策 

 ⑶ 心身機能に不安がある人にも配慮した健康づくりに関する施策 

 ⑷ 予防に重点を置いた世代に応じた健康づくりに関する施策 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、健康づくりを推進するために必要な事項に関する

施策 

 （市民の健康づくりの推進に関する計画の策定等） 

第１０条 市は、前条に規定する施策を適切に実施するため、健康づくりの推進に関

する計画（以下「計画」という。）を策定し、公表するものとする。 

２ 計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

 ⑴ 市民の健康づくりの推進に関する基本方針及び目標 

 ⑵ 市民の健康づくりの推進に関する施策 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、市民の健康づくりの推進に関する施策を総合的か

つ計画的に実施するために必要な事項 

３ 市は、計画の進行管理に合わせて５年ごとに前項第２号に掲げる事項を評価し、

必要に応じて当該事項の見直しを行うものとする。 

 （健康づくり推進委員会） 

第１１条 市民の健康づくりを推進するため、健康づくり推進委員会（以下「委員会」

という。）を置く。 

２ 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。 

 ⑴ 計画に関する事項 

 ⑵ 前号に掲げるもののほか、市民の健康づくりの推進に関する事項 

３ 委員会は、委員１２人以内で組織する。 

４ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

 ⑴ 学識経験者 
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 ⑵ 地域の代表者 

 ⑶ 関係団体の代表者 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

５ 委員の任期は、３年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

６ 委員は、再任されることができる。 

７ 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

 （国、県等との協力） 

第１２条 市は、市民の健康づくりの推進を図るため、国、県及び他の地方公共団体

と協力するよう努めるものとする。 

 （委任） 

第１３条 この条例に定めるもののほか、健康づくりの推進に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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■白山市健康づくり推進委員会規則 

令和４年３月３１日 

規則第１７号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、白山市健康づくり推進条例（令和４年白山市条例第  号）

第１１条第７項の規定に基づき、白山市健康づくり推進委員会（以下「委員会」

という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（委員長及び副委員長） 

第２条 委員会に委員長１人及び副委員長１人を置き、委員の互選によりこれを定

める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が、その職務

を代理する。 

（会議及び議事） 

第３条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２ 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

４ 委員会において、特に必要のある場合は、委員以外の者の出席を求め、その意

見を徴することができる。 

５ 委員会の会議は、公開するものとする。 

（庶務） 

第４条 委員会の庶務は、健康福祉部いきいき健康課において処理する。 

（その他） 

第５条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が

委員会に諮って定める。 

附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 
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■白山市健康づくり推進委員会規則 

令和４年３月３１日 

規則第１７号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、白山市健康づくり推進条例（令和４年白山市条例第  号）

第１１条第７項の規定に基づき、白山市健康づくり推進委員会（以下「委員会」

という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（委員長及び副委員長） 

第２条 委員会に委員長１人及び副委員長１人を置き、委員の互選によりこれを定

める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が、その職務

を代理する。 

（会議及び議事） 

第３条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２ 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

４ 委員会において、特に必要のある場合は、委員以外の者の出席を求め、その意

見を徴することができる。 

５ 委員会の会議は、公開するものとする。 

（庶務） 

第４条 委員会の庶務は、健康福祉部いきいき健康課において処理する。 

（その他） 

第５条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が

委員会に諮って定める。 

附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

 

  

 

 

 

 



70 

 

 

 

第３次白山市健康プラン 
令和６年度（２０２４年度）～令和 1７年度（２０３５年度） 

 
令和６年（２０２４年）３月 

発行・編集 白山市健康福祉部いきいき健康課 
〒924-0865 石川県白山市倉光三丁目 100番地 

TEL:(076)274-2155 / FAX:(076)274-2158 
E-mail:ikiikikenkou@city.hakusan.lg.jp 

 





第３次白山市健康プラン
食育推進計画

計画期間
令和６年度（2024年度）～ 令和17年度（2035年度）

石川県白山市
令和６年（2024年）３月

第
３
次
白
山
市
健
康
プ
ラ
ン

石
川
県
白
山
市


